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◎ 融資保証金詐欺とは、 

融資保証金詐欺とは、実際には融資しないにもかかわらず、融資 

する旨の文書等を送付するなどして、融資を申し込んできた者に対

し、保証金等を名目に現金を預貯金口座に振り込ませるなどの方法

によりだまし取る詐欺事件のことです。 

◎ 実際の事例 

  名古屋市内在住、会社経営者Ａさん(65 歳)の事務所ＦＡＸに「キャ

ンペーン適応金利 年率○．○○％で融資可能 株式会社○○○」等と

記載された書面が突然送られてきました。 

  Ａさんは、会社の運転資金にしようと考え、電話で 700 万円の融

資を申し込みました。 

  A さんは、電話の相手から「事務手数料として 37 万 1,000 円を振り

込んで欲しい」と言われ、指示された県外の個人名の口座に振り込

みました。 

  すると今度は、「供託金として 70 万円振り込んで欲しい」と言われ、

Ａさんは言われるまま 70 万円を振り込み、更にＡさんは、「再度、

供託金として 25 万円振り込んで欲しい」と言われ、相手の指示した

口座に 25 万円を振り込んでしまいました。 

  しかし、一向に融資してもらえず、おかしいと思ったＡさんが「株

式会社○○○」について調べた結果、全く存在しない会社であるこ

とが判明し、132 万 1,000 円をだまし取られたことに気付いたので

した。 
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